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はじめに

指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、地方自治法

の一部改正（平成１５年法律第８１号。平成１５年９月２日施行）により創設された制度で、こ

れまで公共的団体及び市出資法人に限定されていた公の施設の管理を民間事業者や団体等も行う

ことができるようにしたものである。

本市でも平成１７年度から順次導入しており、民間企業等の能力やノウハウを生かし、サービ

ス向上、経費削減を図ってきたほか、地域活性化、地域住民との協働の推進の一端を担っている。

本ガイドラインは、制度運用に係る、市としての基本的な考え方を定めるほか、導入時の公募

や選定等に係る検討事項等（Plan）、管理の実施（Do）、評価（Check）、業務の改善（Action）等

についての事務処理の共通化を図るものである。、ＰＤＣＡサイクルの実行による、本市における

指定管理者制度運用の持続的改善を進めることを通じて、各施設の設置目的を効果的かつ効率的

に達成し、持続的な改善を行うことで、市民サービスのより一層の向上に資することを目的とし

ている。
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第１章 指定管理者制度について

１ ガイドラインの位置付け

本ガイドラインは、制度の導入・更新及び運用に当たって検討すべき事項や条例の形式、必

要な事務手続等の基本的な事項を記載しているところである。なお、各施設にはそれぞれ異な

る目的や運営形態があることから、実際に運用する際には、それらを考慮し、本ガイドライン

を踏まえた上で、手続等について決定する必要がある。

２ 指定管理者制度の概要

指定管理者制度は、「施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるとき」

に導入できる制度であり（地方自治法第２４４条の２）、民間事業者等による公の施設の管理運

営を可能としたもので、民間能力を活用し、サービス向上、経費削減等を図ることを目的とし

ている。

(1) 指定管理者制度の性質

指定管理者制度

受託主体 法人その他の団体等

※法人格は必要ない。個人は不可

※議会の議決を経て指定管理者を指定

法的性格 「指定（行政処分）」により公の施設の管理権限を指

定を受けたものに委任する

「管理代行」

公の施設の管理権限 指定管理者が有する

※管理の基準、業務の範囲は条例で定める

①施設の使用許可 条例の定めるところにより、指定管理者が行うこと

ができる

②基本的な利用条件の設定 「管理の基準」として条例に定めることを要し、指

定管理者はできない

③不服申立てに対する決定、行政

財産の目的外使用

指定管理者はできない

公の施設の設置者としての責任 市

利用者に損害を与えた場合（管理運

営上）

市にも責任が生じる場合がある

利用料金制度 採用可
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(2) 指定管理者の権限

ア 指定管理者に行わせることができる権限

条例に定めることにより、使用許可を指定管理者に行わせることができる。

イ 指定管理者に行わせることができない権限

次の権限については、法令で市長のみが行うことのできる権限とされているため、指定

管理者に行わせることはできない。

①使用料の強制徴収（地方自治法第２３１条の３）（使用料施設の場合）

②行政財産の目的外使用許可（地方自治法第２３８条の４）

③不服申立てに対する決定（地方自治法第２４４条の４）

④使用料の減免（使用料施設の場合）

(3) 指定管理者制度の導入対象となる施設

公の施設であること。

ア 公の施設とは

公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設で、地

方公共団体が設けるもの（地方自治法第２４４条第１項）であり、おおむね次の要件を満

たすものをいう。

①住民の利用に供するためのもの

②本市の住民の利用に供するためのもの

③住民の福祉を増進する目的をもって設けるもの

④本市が設けるもの

⑤施設であること

イ 管理の主体

公の施設の管理は、市の直営又は指定管理者のいずれかで行う。

ウ 指定管理者制度の導入対象外となる公の施設（道路、河川、学校 等）

総務省通知（平成１５年７月１７日）においては、道路法、河川法、学校教育法等個別

の法律において公の施設の管理主体が限定される場合には、指定管理者制度を採ることが

できないものとしている。

しかし、地域再生本部（内閣官房地域再生推進室）が決定した「地域再生推進のための

プログラム」（平成１６年２月２７日）等において、個別法の運用等の規制が緩和され、指

定管理者制度対象外となる公の施設であっても、道路や河川の除草、清掃など、個別法の

制約のない範囲で管理運営が可能となっている場合がある。
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第２章 導入までの手順

１ 導入までの主な流れ

①導入方針の検討・決定

（制度の導入及び継続、選定方法、管理の単位、指定の期間、利用料金制度の導入、指定

管理料、業務の範囲 等）

②条例の制定・改正

③指定管理者の募集・選定

④指定管理者の指定

⑤予算措置

⑥協定書の締結

⑦引継

⑧管理運営の開始

２ 標準スケジュール

〈公募の場合〉

【４月下旬

ごろまで】

【９月・３定】

【10月】

◇指定管理者制度の導入に伴う管理運営状況を

検証し、制度の継続を検討

（◇新たに指定管理者制度を導入する場合は、導

入の検討及び決定）

◇募集に向けた準備作業（データ収集等）

（◇議会へ条例案を提案）

（◇新たに指定管理者制度を導入する場合、選定

方法等を変更する場合は、施設条例を改正）

◇広報誌、ホームページ等による広報

（◇必要に応じて公募前説明会、施設見学会等

の開催）

◇募集要項の策定（申請資格、指定の期間、業務

の範囲、業務の条件、必要書類等）

◇審査基準の策定（平等利用の確保、サービスの

向上、管理経費の縮減、管理能力、社会貢献等）

◇募集要項、審査基準の公表

◇５０日程度の公募期間を確保

導入方針の検討・決定

条例の制
定・改正

新規導入の
場合等

公募等申請受付

指定管理者の募集
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〈非公募の場合〉

【12月中旬

～下旬】

【12月下旬

～１月上旬】

【１月・１定】

【２月下旬

～３月上旬】

【４月１日】

【翌年度６月

以降】

◇選定委員会（所管部長、行財政改革推進部長、

所管課長及び外部委員（学識経験者、公認会計

士・税理士、市民団体・地域住民の代表、当該

施設の利用者の代表等から各施設の状況に応

じて選任する））により、審査基準に照らして

最も適当な団体（優先交渉権者）及び次点者を

選定

◇申請者に対して選定結果の通知

◇優先交渉権者と協定内容について協議（協議が

調わない場合は次点者と協議）

◇議会へ指定議案

◇債務負担行為の設定

◇業務の範囲、条件、委託料の額等詳細について

基本協定を締結

◇告示

◇当該年度の委託料、使用料の徴収等委託等につ

いて年次協定を締結

◇適切な管理が行われているかチェック

◇事業年度経過後、事業報告書等の提出を受ける

◇上記のほか、月報や必要に応じ事業報告書の提

出を受ける。

【４月下旬

ごろまで】

【９月・３定】

◇指定管理者制度の導入に伴う管理運営状況を

検証し、制度の継続を検討

（◇新たに指定管理者制度を導入する場合は、導

入の検討及び決定）

（◇議会へ条例案を提案）

（◇新たに指定管理者制度を導入する場合、選定

方法等を変更する場合は、施設条例を改正）

選定結果の通知

指定議案
債務負担行為の設定

基本協定書の締結

事業報告、業務調査

指定管理者の選定

年次協定書の締結
管理運営の開始

導入方針の検討・決定

条例の制
定・改正

新規導入の
場合等
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【10月】

【12月中旬

～下旬】

【１月・１定】

【２月下旬

～３月下旬】

【４月１日】

【翌年度６月

以降】

◇業務仕様書の策定（指定の期間、業務の範囲、

業務の条件、必要書類等）

◇選定団体へ書類提出要請

（◇必要に応じて意見交換会等の開催）

◇管理能力、提出書類等の確認

◇選定団体と協定内容について協議

◇議会へ指定議案

◇債務負担行為の設定

◇業務の範囲、条件、委託料の額等詳細について

基本協定を締結

◇告示

◇当該年度の委託料、使用料の徴収等委託等につ

いて年次協定を締結

◇適切な管理が行われているかチェック

◇事業年度経過後、事業報告書等の提出を受ける

◇上記のほか、月報や必要に応じ事業報告書の提

出を受ける。

基本協定書の締結

事業報告、業務調査

指定管理者の候補者
選定

年次協定書の締結
管理運営の開始

指定議案
債務負担行為の設定
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３ 導入方針の検討・決定

(1) 指定管理者制度の導入及び継続

ア 新たに開設する施設及び直営で管理している施設への制度導入

新たに施設を開設する場合、制度の趣旨を十分に踏まえて、次に示す視点等を参考に総

合的な観点から検討し、導入効果が期待できる施設については積極的に制度の導入を図る

こと。

また、直営で管理している施設についても、次に示す視点のほか、施設の設置目的や地

域の状況、住民ニーズ等の変化を踏まえ、定期的に指定管理者制度の導入について検討す

ること。

【検討の視点】

○サービス向上が期待できるか

○施設の設置目的に沿って、弾力的、効果的な事業展開が期待できるか

○経費の削減、収入の増加が見込まれるか

○受け皿となる団体はあるか

イ 現に指定管理者制度を導入している施設における制度の継続

現に指定管理者制度を導入している施設について、指定管理期間の終了に伴い制度を継

続しようとする際には、次の事項について検討すること。

○公の施設として継続する合理的理由の有無（廃止又は譲渡の可能性を含む。）

○指定管理者に行わせる管理運営業務の再整理

○施設の状況により必要に応じて、利用料金制度の導入の可否

○公募によらず指定管理者を選定している場合にあっては、公募に変更する余地の有無。

(2) 選定方法

ア 基本的な考え方

指定管理者の指定手続は、適正な競争の確保により、施設の効果的・効率的管理の促進

の観点から公募を基本に行うものとする。ただし、施設の設置目的や管理状況等から、公

募によることが適当でないと認められるときは公募によらず選定することができる。

イ 公募によらない選定の理由

公募によらず指定管理者を選定する場合は、公募によることが適当でないと認められる

理由を明らかにすること。

また、現に公募によらず指定管理者を選定している施設の指定期間を更新する際は、総

合評価※の結果等も踏まえ、公募による選定の可否について、改めて検討すること。

なお、PFI事業等長期契約を前提とした事業方式等により公の施設を設置し、設置後一
定の期間、指定管理者の役割を担うべき者が当該契約により限定されている場合は、例外

的に非公募により選定することができる。

※総合評価：制度導入施設の期間満了時に、導入効果や管理運営方法のあり方等

総合的な観点で行う評価。
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ウ 条例改正

指定管理者の選定方法は各施設の設置条例での規定が必要な事項であることから、公募

によらない選定から公募へ選定方法を変更する場合などは、条例改正が必要となる。

(3) 管理の単位

ア 複数の施設をまとめて指定

指定管理者を指定する単位は、原則１施設ごとに指定するものとする。

ただし、同一の設置条例に基づく施設が複数あり、それらを一体的に管理運営すること

で、施設の設置目的が効果的に達成できる、経費削減が見込める等、同一の指定管理者に

管理させることが適当と判断される場合は、一括して指定することも可能とする。

また、異なる設置条例に基づく場合でも、設置目的や立地条件等を踏まえ、施設所管部

局間で協議の上、同一の指定管理者に管理させることが適当と判断される場合は、一括し

て指定することも可能とする。

複数の施設を一括して指定する場合は、メリットやリスクについて十分に検討すること。

イ 複合施設への制度導入

設置条例の異なる施設が一つの建物に存在する複合施設にある公の施設に指定管理者を

導入する場合は、各施設の設置目的を達成するために最適な相手方を選定する必要がある

ことから、原則１施設ごとに選定し、指定するものとする。

ただし、複合施設を構成する施設の一部又は全部の施設を一つの指定管理者に管理させ

ることで、施設運営の効率性や経済性が発揮でき、サービス低下を招くことがないなど、

同一の指定管理者に管理させることが適当と判断される場合は、一括して指定することも

可能とする。

この場合、メリットやリスクについて十分に検討し、それぞれの施設の設置目的を最も

効果的に達成することができる指定管理者を選定すること。また、各施設の所管部局が異

なる場合は、あらかじめ管理経費の負担や責任分担等について協議し、決定すること。

複合施設である施設に指定管理者制度を導入する場合は、共用スペース等に係る業務や

経費の分担等について、あらかじめ関係課と協議を行うこと。

(4) 指定の期間

指定期間は、次の理由から原則５年間とする。

○指定管理者が施設の管理運営に習熟し成果を発揮するためには、PDCAサイクルの活用
も含めて、一定の期間を要すること。

○一方で、あまり長い期間とすることは、市が指定管理者による管理運営の状況を見直す

機会を減少させるとともに、競争の導入による指定管理者に対する規律の付与が困難に

なること。

○ただし、PFI事業等長期契約を前提としている場合は、原則によらない指定期間とする
ことを可能とする。また、施設の廃止や管理形態の見直しを予定している場合、その他

施設の性質・目的等から原則によることが適当ではないと判断される場合には、当初か

ら例外的な指定期間とすることができるものとする。
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(5) 利用料金制度の導入

ア 利用料金制度とは

利用料金制度とは、公の施設の使用料等を指定管理者の収入（利用料金）として収受さ

せることができる仕組みで、指定管理者の自主的な経営努力を発揮しやすくなるとともに、

市の会計事務の効率化が図られる。

利用料金は条例で定める範囲内で指定管理者が市の承認を受けて定めることとなる。

イ 導入の検討

利用料金制度を導入する場合、利用料金による収入が管理経費を上回った場合は、指定

管理者は内部留保等として経営努力のメリットを享受できることから、指定管理者による

効率的な経営に向けた経済的インセンティブを働かせることが可能となる。

ただし、逆に下回った場合は、指定管理者内部の資金等から補填しなければならないリ

スクを背負うものである。

利用料金制度の採用については、利用料金で収支採算がとれるような施設であるか、経

営努力を発揮しやすく、施設のより効果的な活用が図られる施設であるか等のほか、管理

に係る会計事務の効率化の観点から総合的に判断すること。

〈イメージ〉

指定管理者の収入

【参考：利用料金と使用料の違い】

施設管理運営費 【予算】

市からの委託料 利用料金収入予定額

市からの委託料 利用料金収入額 経営努力による

収入増

【決算】

利用料金 使用料

法的性質 私法上の収入 公法上の収入

収受者 指定管理者 市

料金
条例の範囲内で、市の承認を得て指

定管理者が定める。
条例により定める。

料金に関する

不服申立
行えない。 市長に対する不服申立が可能。

利用者が料金を

支払わない場合

滞納処分を行うことはできない。

民事執行手続等により回収する。

市長による滞納処分が行われる場

合がある。
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ウ 利用料金の減免について

利用料金制度を導入した施設の減免は、指定管理者が自らの権限に基づいて行うことに

なるが、利用料金の設定と合わせて減免の運用基準等を定め、市長の承認を受けるなど、

公平性の確保に努めなければならない。

(6) 利用料金制度を採用しない場合

施設の使用料は指定管理者の収入にはならず、「使用料」として、市の歳入になる。この場

合、使用料の徴収事務を指定管理者に委託する必要があるため、年次協定に使用料の徴収等

の委託について規定すること。また、徴収事務を委託した場合は、その旨の告示をすること

（指定管理者の指定の告示とは別に行う。）。

(7) 消費税の適格請求書等保存方式（以下「インボイス制度」という。）への対応

使用料等（利用料金・自主事業による収入を含む）を徴収した相手方からインボイスの交

付を求められた場合、指定管理者又は市は、適格請求書（以下「インボイス」という。）を交

付し、その写しを保存しておく義務があることから、指定管理者と調整し対応すること。

【インボイスの交付者】

※媒介者交付特例の場合は、市と指定管理者の両方が適格請求書発行事業者である必要があり、

また、市において、指定管理者から受け取ったインボイスの写し又は精算書の保存が必要。

(8) 指定管理料

指定管理者による管理運用に係る経費は、次のいずれかの方法により調達するものとする。

①全て利用料金で賄う。

（施設管理運営費＜利用料金収入 となる見込みの場合）

②一部を利用料金、残りを指定管理料で賄う。

（施設管理運営費＞利用料金収入 となる見込みの場合）

③全て指定管理料で賄う。

（利用料金制度によらない場合）

指定管理料の積算等については、過去の管理運営費等を踏まえ、業務の実施に必要な経費

に過不足が生じることがないよう十分に精査すること。指定管理料は原則として精算を行わ

ないことから、事前に財政所管課と十分な協議を行うことが必要である。

交付者

①使用料 以下のいずれか

・指定管理者が指定管理者の名称と登録番号で交付（媒介者交付特例）※

・指定管理者が市の名称と登録番号を記載して交付（代理交付）

・市が直接交付

②利用料金・

自主事業

・指定管理者が指定管理者の名称と登録番号で交付
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指定管理料と実際の経費とのかい離が大きい場合は、その要因を把握し、必要に応じ指定

管理料の適正な見直しに努めること。

ただし、指定管理者の運営努力による余剰分を削減するなど、コスト削減に偏り、サービ

ス向上の妨げになることのないよう留意すること。

(9) 業務の範囲

指定管理者が行う業務は、各施設の設置目的等の達成、また、多様化する利用者ニーズに

効果的・効率的に対応できるよう、原則として許可権限等を含む全ての業務を包括的に管理

させる。

ただし、既に市が数年度の期間で契約しているもの（機械警備等）がある場合は、当該期

間中はその業務を除外して移行することも可能とする。

また、指定管理者は、制度の趣旨から見て施設の管理に係る業務を一括して第三者へ委託、

又は施設管理権限を委任することはできない。

なお、清掃、警備など業務の一部を第三者に委託する場合は、原則、事前に市に報告する

こと。

４ 条例の制定・改正

指定管理者制度の条例規定方法は、各施設に共通する事項を抜き出して規定する方法と、施

設ごとの条例の中で規定する方法がある。

本市では、各施設に共通する部分を手続条例として定め（「旭川市公の施設の指定管理者の指

定の手続等に関する条例」）、各施設の個別の部分は施設条例で定めることとしている。

(1) 制定（改正）の時期

４月１日から開始する場合、導入前年度の第３回定例会を目安に制定（改正）を行うが、

指定管理者の公募や選定に要する期間等を勘案して、必要に応じ前倒しすることは可能であ

る。

(2) 施設条例に規定する主な事項

ア 指定管理者による管理を行うこと。

イ 業務の範囲

条例で規定すべき業務の範囲としては、施設利用者に対する利用の許可や利用料金の徴

収、施設管理上の基本的な業務や市民の権利義務に関する業務が考えられる。

これら以外の詳細な業務については、協定で規定する。

ウ 管理の基準

管理の基準とは、住民が公の施設を利用するに当たっての基本的な条件（休館日、開館

時間、使用制限等の要件）のほか、公の施設の適正な管理の観点から必要不可欠な業務運

営の基本的事項を定める。

エ 利用料金に関すること
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オ 公募によらない指定管理者の指定

公募によらず指定管理者を選定し、指定する場合は条例に規定すること。

(3) 施設規模等の変更

既に指定管理者制度を導入している施設において、指定期間中に施設の増築等により、当

初定めた管理基準や業務の範囲を大幅に変更する場合、再指定の議決を得る必要が生じるこ

ともあるので、条例改正の内容等個々の状況に応じて判断すること。

(4) 他の条例との関係

ア 個人情報保護・情報公開

個人情報の保護に関する法律では、指定管理者が公の施設の管理を行うに当たって、行

政機関等と同様の個人情報の安全管理措置を義務付けており、旭川市情報公開条例では、

同条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めることとし

ている。

これらについて十分な周知を図るため、募集要項、基本協定等に個人情報保護及び情報

公開についての法令遵守及び適正な管理運用等に努めるよう定めるほか、必要に応じ指導

及び個人情報保護・情報公開規程の作成を求めること。

イ 行政手続（基準の開示）

旭川市行政手続条例では、処分権限を有するものを行政庁としており、指定管理者は、

行政手続条例第２条第３号の「行政庁」に含まれ、指定管理者が使用の承認等を行う場合

には、同条例が指定管理者に適用されることから、指定管理者において審査基準、標準処

理期間、処分基準を作成し、施設利用者がいつでも閲覧できるよう簿冊として備え付ける

よう周知すること。

また、不利益処分の実施に当たっては、聴聞等の手続を指定管理者が実施することとな

ることから、制度の周知を図る必要がある。

ウ 暴力団排除

旭川市暴力団排除条例に基づく、個人情報の収集、提供等のほか、公の施設からの排除

に係る照会等に係る手続等について指定管理者に周知すること。

５ 指定管理者の募集・選定

(1) 公募・非公募

指定管理者の選定は、条例に基づく選定方法で行うこと。

(2) 公募による選定を行う場合の要件等

ア 応募者の参加資格要件

(ｱ) 法人若しくはその他の団体（以下「法人等」という。）又は法人等のグループとし、個

人での応募は不可とする。グループで応募する場合は、グループを代表する法人等を定

めること。
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(ｲ) 非常時における迅速な対応や地域事業者の育成、地域経済の活性化等の観点から、市

内要件（旭川市内に本社等の主たる事業所を置く法人等に限る。）を付することを原則と

する。（グループの場合は代表法人が市内要件を満たしていれば可とする。また、主たる

事務所とは、法人においては本社又は本店をいう。）

ただし、専門性のある業務等であり、知識等を有する法人等が市内にないなど、市の

求めるサービス水準を提供できる法人等が複数見込まれない場合においては、市内に事

業所等を有する法人等、市外※の法人等に、地域要件の範囲を順次拡大することもできる

ものとする。この場合、評価項目に市内要件を満たす法人等に加点する項目を追加する

こと。

※議会における指定の議案の可決後、速やかに事業所等を設置させることとし、設

置を確認した時点で指定を行うこと。

(ｳ) インボイス制度における適格請求書発行事業者として登録を受けている、又は指定管

理期間開始までに登録を受ける予定の法人等であること。ただし、施設の業務が消費税

課税取引に該当しない場合、又は施設の特性上利用者がインボイスを必要としない市民

や免税事業者、簡易課税制度適用事業者のみに限られることが明確な場合はこの限りで

ない。

グループで応募する場合で、インボイスが必要な場合は、グループを構成する団体全

てが適格請求書発行事業者としての登録を受けている、又は指定管理期間開始までに登

録を受ける予定の団体であること。（この場合、代表者等が納税地を所管する税務署長に

「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の申出書」を提出する必

要がある。）

(ｴ) その他、施設の設置目的等に応じて必要な要件があれば設定すること。

イ 欠格事項

入札参加資格に準じて設定（非法人は該当要件に限る。）するほか、施設の設置目的、性

格、事業等に応じて合理的なものを設定すること。

【基本となる欠格事項】

○地方自治法施行令第１６７条の４の規定により一般競争入札への参加を排除されてい

るもの

○応募書類提出時点において、本市の一般競争入札の参加停止又は指名競争入札の指名

の停止等の措置を受けているもの

○法人税、消費税、地方消費税及び市税を滞納しているもの

○法人等（法人の場合は非常勤を含む役員及び支配人を、任意の団体の場合は代表者及

び法人の場合と同様の責任を有する者を含む。）が、暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団及びその利

益となる活動を行うもの、又は代表者及び役員等が同条第６号に規定する暴力団員に

該当するもの

○会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて

いる者で更生手続開始の決定を受けているもの
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○民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされて

いる者で再生手続開始の決定を受けているもの

○その他、必要な項目があれば設定すること。

(3) 公募による選定の手順

ア 募集単位の決定

「３(3)管理の単位」に基づき、募集の単位を決定する。

イ 選定委員会の設置

指定管理者の選定に当たって、施設ごとに各部に指定管理者選定委員会を設置する。

選定委員会は、所管部の部長を筆頭に、行財政改革推進部長、所管課長及び職員以外の

外部委員により構成する。なお、必要に応じて関係する部局の職員を選任することができ

る。

外部委員は、学識経験者、公認会計士・税理士、市民団体・地域住民の代表、当該施設

の利用者の代表等から各施設の状況に応じて選任し、過半数を占めるようにすること。

なお、部内で複数の施設を所管している場合、選定委員会を統合することができるもの

とする。（例：○○部指定管理者選定委員会）

(ｱ) 選定委員会の位置付け

選定委員会は、「旭川市附属機関の設置等に関する条例（平成２９年旭川市条例第１１

号）」に基づき設置する附属機関となる。

(ｲ) 事務手続等

委員の選任、委員会の開催等に当たり必要な事務手続については、「旭川市附属機関の

設置等に関する条例に基づく附属機関の設置等について（平成２９年３月３０日付け通

知）」に従って行うこと。

ウ 選定基準の策定

施設所管部局において、施設の特性や設置目的に応じて、選定時の評価項目及び配点を

決定し、選定評価書を作成する。

(ｱ) 選定の基準

次の５点を着眼点とし、具体的な評価項目を決定する。

① 住民の平等利用が確保されること

② 施設の効用が最大限発揮されること

③ 管理に係る経費の縮減が図られること

④ 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること

⑤ 社会貢献に積極的に取り組んでいること
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【評価項目及び配点の基本例】

※各施設の特性や設置目的に応じて、評価項目及び配点を決定

(ｲ) 最低基準

指定管理者業務を遂行する能力を有しないと判断する基準点を配点合計の５０％とし、

基準点を満たさない場合は、原則、優先交渉権者として選定しない。

エ 募集要項・仕様書等の作成

(ｱ) 主な記載事項

○施設の概要（名称、位置、施設内容 等）

○事業目的

○業務内容（施設管理運営に関する業務、その他の業務）（詳細は仕様書）

○指定期間

○管理経費（経費の支払方法等会計事務の処理等に関する規定や管理口座、使用料（利

用料金）の取扱い 等）

○業務の委託（主要業務及び一括委託の禁止、委託の事前報告）

○法令等の遵守（地方自治法、手続条例、○○施設条例、○○施設条例施行規則、その

他の関係法令の理解及び遵守のための対策を講じること。）

○事業報告書等（月報、年次報告書等の提出について）

○利用者ニーズの把握（アンケートの実施等）

評価項目 配点

(1) 施設管理業務全般について（①②③④） ２０

(2) 職員配置、職員研修計画について（①②） １０

(3) サービス向上について（②） ３０

(4) 利用者のニーズ把握について（②） １０

(5) 経費の縮減について（③） ３０

(6) 個人情報の保護について（④） ２０

(7) 防犯、防災、緊急時の対応について（④） ２０

(8) 管理保守点検業務内容は適切か（④） １０

(9) 経理の方法は適切か（④） １０

(10) 財務状況は良好か（④） ２０

(11) 過去の実績は十分か（④） ２０

(12) 社会貢献に積極的に取り組んでいるか（⑤） １０

(13) その他の提案内容が実現可能であり、施設管理に
好影響を与えることが可能か（①②③④⑤）

１０

（市内要件を緩和する場合）

(14）市内要件等を満たす法人等であること
（１０）

合計 ２２０

（２３０）
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○指定管理者選定スケジュール

○応募者の資格要件（応募者の資格、欠格事項）

○応募方法（募集要項の配付、説明会の開催、質問の受付・回答、応募書類）

○優先交渉権者等の選定及び指定管理者の指定

○応募に関する留意事項

オ 指定管理者募集の周知

広報誌、ホームページ等により指定管理者の募集について周知する。

なお、５０日程度の公募期間を確保すること。

カ 説明会の開催

応募者が施設の管理運営状況等を把握できるよう、説明会を開催すること。

説明会で行った質問及び回答については、ホームページで公表すること。

キ 申請の受付

(ｱ) 申請時の提出書類

○指定管理者指定申請書（条例施行規則様式第１号）

○施設の管理に関する事業計画書

○施設の管理に係る収支予算書

○法人等概要書

○代表者及び役員等名簿

○法人等の概要、経営状況、事業内容等のわかる書類

○諸証明書類（法人の登記事項証明書、税の未納、滞納がないことを証する証明書等（グ

ループによる応募でグループの構成団体に旭川市外に本社等を置く法人等がいる場合

は、所在地で発行する証明書等が必要になる。地域要件を拡大したことにより市外の

法人等から申請があった場合も同様とする。））

○グループによる応募の場合は、グループ間の契約書等

(ｲ) 所管課での確認

○提出書類の不備等はないか確認する。

○応募者が欠格事項に当たらないか確認する。

○必要に応じ旭川市暴力団排除条例及び暴力団等の排除に関する協定書に基づき暴力団

等の照会を行う。

ク 審査・選定

(ｱ) 選定委員会の開催

選定委員会で優先交渉権者を選定すること。

選定に当たって、選定委員の率直な意見交換及び意思決定の中立性の確保が必要であ

ることから、審議・検討に関する事項（情報公開条例第７条第４号）に該当するものと

考えられ、会議は原則非公開とする。

(ｲ) 審査の方法

ⅰ プレゼンテーション及びヒアリングの実施
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提出済みの申請書をベースにプレゼンテーション及びヒアリングを実施する。

事業者の企業秘密の保護が必要であることから、事業活動に関する事項（情報公開

条例第７条第２号）に該当するものと考えられ、原則非公開で実施する。

ⅱ 管理運営に関する評価の次期選定への反映

指定管理者の取組意欲の向上及びより良い管理運営を促すため、現行の指定管理者

が次期指定管理者の選定に応募した場合は、現指定管理期間中の管理運営状況を審査

に反映するものとする。

なお、審査のための参考資料として、年度評価で作成する「指定管理者管理運営状

況シート」（指定期間分）を委員に配付する。

ⅲ 評価点の算出

選定に当たっては、各委員が指定管理者選定評価書により、応募者ごとに評価を行

い、各委員の評価点の合計を加算し順位を付け、最も評価点の高い者を優先交渉権者

として選定する。

評価書の評価点については、評価項目ごとに最高点及び最低点を付けた委員の点数

を除くものとする。ただし、同一の評価項目において、最高点又は最低点を付けた委

員が複数となったときは、それぞれいずれか１名の委員の点数を除くものとする。

評価書の評価点の合計が同点となる者が２者以上あるときは、委員会の合議により

順位を決定する。

ⅳ 応募者が一者の場合

指定管理者の公募に対する応募者が一者の場合も、選定委員会を開催し、評価を行

うものとする。

ケ 選定結果の通知・公表

選定結果については、全ての応募者に選定結果を通知する。

併せて、ホームページで選定結果を公表すること。

【公表項目】

○応募者名（ただし、応募者が２者以上の場合は優先交渉権者の応募者名のみ公表す

る。）

○指定管理者候補者（優先交渉権者）

○応募者の点数（合計点）、順位、講評、提案額（優先交渉権者以外は無記名）

○その他（選定委員会開催日、指定期間） 等

優先交渉権者と協定内容について協議する。（協議が調わない場合は次点者と協議する。）

コ 非公募による選定を行う場合

非公募の場合、施設の設置目的や管理状況等から公募によらず当該法人等を選定するこ

とが必要であると判断し、十分検証の上、当該法人等を選定していることから選定委員会

等を設置する必要はない。

ただし、「キ(ｲ)所管課での確認」と同様、提出書類に不備はないか等を確認するととも

に、選定する法人等が欠格事項に当たらないこと等を十分に確認すること。
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併せて、ホームページで非公募とした理由を公表すること。

６ 指定管理者の指定

(1) 議会の議決

指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ議会の議決を経なければならない。

(2) 指定の手続

指定議案の議案提出

(3) 議決後の通知

議決を得たことの通知

(4) 指定の告示

ア 告示の内容

○管理を行わせようとする公の施設の名称

○指定管理者となる法人等の名称

○指定の期間

７ 予算措置

(1) 債務負担行為の設定

指定管理者に対して委託料を複数年にわたって支出する場合は、指定の議決の際に債務負

担行為の議決を得ること。

なお、指定管理者に対して支出する各年度の委託料は、指定管理者との協議等により、予

算の範囲内で決定し、年次協定書で定めること。

(2) 当初予算要求

指定期間中の各年度において、当初予算を要求する。

８ 協定書の締結

市と指定管理者とは、条例規定事項以外の詳細について協定書を取り交わす必要がある。（指

定管理者の指定は、契約行為ではなく行政処分と解されることから、契約書ではなく協定書と

している。）

協定には、基本事項を定め導入時に締結する基本協定と、毎年度指定管理料（委託料）を定

める年次協定がある。

(1) 基本協定書の締結

ア 記載事項
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(ｱ) 管理に関する具体的事項

○使用申請の受付、使用承認、使用承認の取消し、減免

○利用料金の決定、徴収

○利用者の指導及び調整

○施設、設備、備品等の点検、管理及び補修

○施設内の物品の所有権

○市所有物品の貸付

○責任の分担

(ｲ) 遵守事項

○条例、規則、協定

○個人情報の保護

○情報公開条例の準用

(ｳ) 管理の期間

(ｴ) 管理に係る費用

(ｵ) 事業計画、事業報告等の提出等

(ｶ) 役員、構成員の変更等の届出等

(ｷ) 損害賠償

(ｸ) 協議

イ 締結時期

４月１日から指定管理者による管理を開始する場合は、初年度分から債務負担行為を設

定しているため、必ず指定管理の開始前年度中に基本協定書の締結を行うこと。

年度途中から指定管理者による管理を開始する場合で、初年度分から債務負担行為を設

定している場合は、上記同様前年度中に締結し、初年度の債務負担行為を設定していない

場合は、開始年度に入ってから指定管理業務を開始する前に基本協定書を締結すること。

(2) 年次協定書の締結

ア 記載事項

(ｱ) 委託料に関すること（当該年度の委託費、費用の支払）

(ｲ) 使用料の徴収等委託（あらかじめ会計課と協議すること。なお、指定管理者の指定の

告示とは別に、指定公金事務取扱者の指定の告示が必要）

イ 締結時期

毎年度４月１日に年次協定を締結する。ただし、年度の途中から指定管理期間を開始す

る場合、開始年度については、基本協定書の締結日以降で指定管理期間の開始までの間に

締結すること。

ウ 通知文（指定管理業務の履行に際して）の配付

年次協定書を締結する際に、指定管理業務の適正履行のため、指定管理者の遵守すべき

事項を記載した通知文書（「指定管理者の業務の履行に際して」）を配付すること。
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(3) 指定管理開始前の管理業務

指定管理開始前の準備行為や管理業務等を委託する場合は、必要に応じ別途契約締結する

こと。この場合、募集要項にその旨記載しておく必要がある。

９ 引継ぎ

(1) 業務の引継ぎ

規定期間の満了又は指定の取消しにより指定管理者の交代が行われる際には、施設利用者

の利便性を損なわないよう、新旧指定管理者及び市で協議の上、引継期間を定め、期日まで

に円滑に業務・設備・備品等の引継ぎを行うこと。

(2) 利用料金、回数券等の引継ぎ

旧指定管理者が収受した次期指定期間の使用に係る利用料金及び回数券等の取扱いについ

て仕様書等に記載しておくこと。

１０ 管理運営の開始

協定書等に従い、管理運営を開始する。
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第３章 適正な管理運営の確保

１ 事業計画書の提出

指定管理者は指定管理業務の開始前までに、開始年度の事業計画書を作成し、提出するもの

とする。また、次年度以降も同様に当該年度の事業計画書を作成し、開始前に提出すること。

なお、事業計画書は、指定管理者指定申請書の提出時に添付した事業計画書及び収支予算書

をベースに、市と指定管理者で協議し、決定した事項等を反映させた内容とすること。

２ 事業報告書の提出

(1) 月報の提出

指定管理者は月報を作成し、市が指定する期日までに市に提出する。

(2) 事業報告書の提出

指定管理者は、毎年度終了後６０日以内に事業報告書を作成し、市に提出する。

(3) 報告事項

報告事項についてはおおむね次のような事項を、あらかじめ基本協定書等で定めておくこ

と。

○実施した事業の内容・実績（自主事業含む）

○施設の管理業務の実施状況

○利用料金（使用料）の実績や管理に係る経費の収支状況

○利用者からの要望・意見、対応状況等

○建築物等の点検や、設備の保守点検業務の実施状況

○物品の増減及び現在高

○その他必要な事項 等

３ 安全管理

(1) 安全管理マニュアルの作成

指定管理者に対し、事故の予防対策や発生時の対処等についての安全管理マニュアル等を

作成し、安全管理や事故防止対策等に努めるよう求めこと。

(2) 危機発生時の対応

火災や事故等の危機発生時の対応に対する体制を整えるとともに発生時の訓練等を行うよ

う求めること。

４ 個人情報保護及び情報公開

個人情報の保護や情報公開への対応について、法令等を遵守し、事業計画書に従った対応が
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行われているか、適宜確認すること。

５ 苦情等への対応

指定管理者は、市民・施設利用者からの苦情・意見等に適宜対応し、サービス向上に努める

こと。また、市は、指定管理者の管理業務等に対する苦情・意見等に対応すること。

６ 損害賠償等への対応

(1) 公の施設の施設又は管理において、安全性が欠けていたことが原因で第三者に損害を与え

た場合

国家賠償法（昭和２２年法律第１２５号）第２条の規定により、設置者である市が賠償責

任を負う。

(2) 指定管理者の責めにより、管理業務の実施に関し第三者に損害を与えた場合

指定管理者が賠償責任を負う旨、仕様書等に定めること。なお、一義的には市が賠償し、

市から指定管理者に求償する場合もある。

(3) 賠償責任保険

市が所有、使用、管理する施設の瑕疵や市の行う業務遂行上の過失に起因する事故につい

ては、本市で加入する、賠償責任保険の対象となる。

事故が起こった場合の事務フロー等については、管財課の通知等に従うこと。

ただし、例外となる施設及び業務もあることから、保険内容・対象等については、管財課

に確認すること。

(4) 現金動産保険

原則、現金動産保険に加入する旨仕様書等に定めること。

(5) 施設が使用不能になったとき（避難所等）

災害時の避難所となっている施設については、対応及び使用不能となった期間の補償等に

ついて協議する旨募集要綱等に記載すること。

７ 実地調査の実施

指定管理者から提出された報告書等の内容を踏まえ、協定書や仕様書等に定められた業務内

容が適正かつ確実に実施されているか実地調査を行うこと。

(1) 定期調査

原則、毎年度１回以上、実地調査を定期的に行うこと。

(2) 随時調査

突発的な事故や問題が発生した場合又は市民等から苦情があった場合等に随時調査を行う

こと。
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(3) 結果の通知と措置

実地調査の結果について指定管理者に通知するとともに、改善の必要性が認められる場合

は、措置を求めること。

また、指定管理者から改善措置の報告を受けた場合は、改善状況を確認すること。

８ 利用者ニーズの把握

市民サービスの向上と施設運営の効率化に資することを目的に、具体化した指標・数値によ

る定量的なデータを得るため、指定管理者に「利用者アンケート調査」を実施させること。た

だし、施設の性質上、実施が困難な施設等においては、この限りでない。

９ 自主事業

(1) 自主事業の定義（範囲）

自主事業とは、施設の設置条例で定める指定管理業務の範囲外で、サービス向上や施設の

効用を高めるために、指定管理者のノウハウを活かし、創意・工夫により実施する事業で、

施設の設置目的の範囲内で行うものと、範囲外で行うものがあり、事業の実施に当たっては

事前に市の承認を要するものである。

また、自主事業で施設を使用する際は、施設の設置目的の範囲内であっても、指定管理者

の使用許可を要する。施設の設置目的の範囲外の自主事業を行う場合は、市の目的外使用許

可を要することから、実施の承認をする際には、必要な手続に漏れのないよう留意し、指定

管理者に周知すること。

【参考：指定管理者が行う事業の区分（基本例）】

区分 内容

Ⅰ 指定管理業務の範囲内

ア 指示事業

（仕様書に具体的に示された事業）

イ 企画事業

（仕様書の記載が抽象的で、指定管理者の企画に委

ねている事業）

Ⅱ 指定管理業務の範囲外

＝自主事業

ウ 設置目的内の事業

エ 設置目的外の事業
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(2) 自主事業として認められる要件

自主事業の実施要件としては、概ね次のような事項がある。

○施設の設置目的の達成に寄与し、施設の利用促進又は利用者のサービス向上につながる

事業であること。

○指定管理者の自己資金で実施するもので、指定管理料の流用は認めないこと。

○利益を追求しないこと。意図せず利益が生じた場合は、指定管理者と協議の上、市の歳

入として還元させることや指定管理費用の一部に充てることを可能とする。この場合、

あらかじめ基本協定書で定めておくこと。

○指定管理者が事業の実施及び運営の主体になっていること。

○本来業務に支障がないと認められること。

○第三者に損害を与えた場合の損害賠償等、当該自主事業の実施に伴い発生する一切の責

任は指定管理者が負うものであること。

○事業実施後に原状復帰ができること。

○実施に当たっては、指定管理者による独自事業であることを明示すること。

○施設運営の継続に支障を来さないこと。
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第４章 評価の実施

１ 評価の目的

指定管理者制度を導入した施設について、管理・運営の状況、実績などを適切に評価すると

ともに、課題等を抽出すること、また、評価結果をその後の施設の管理運営に反映することで、

適正かつ効率的な運用と、より一層のサービス向上、経費削減（コストの適正化）等を目指す

もの。

２ 年度評価

(1) 評価の視点

○履行確認が中心

○法令遵守、維持管理業務の実施状況等、計画に沿った適切な管理運営

○利用者のニーズの把握やサービス向上への取組

○個人情報保護・情報公開等への対応

○経理事務の執行

(2) 実施時期

指定管理期間中の毎年度終了後６月末までに行うこと。

(3) 評価の方法

○施設所管課による実地調査

○指定管理者による利用者アンケートの実施

○指定管理者による自己評価

○施設所管課による評価

３ 総合評価

(1) 評価の視点

○施設管理を指定管理者が行うことが適切か

○指定管理者の選定方法等は適切か

(2) 実施時期

指定期間が満了する年度の７月末までに行うこと。

(3) 評価の方法

○施設所管課による１次評価

○評価委員会による２次評価
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４ 実施方法等

評価の具体的な実施方法等については別に定める「指定管理者による公の施設の管理運営に

関する評価についての指針」に従って行うこと。
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第５章 指定の取消し等

１ 指定の取消し等

指定管理者が市長等の指示に従わないなど、当該指定管理者による管理を継続することが適

当でないと認めるときは、指定の取消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部停止の命

令ができる（地方自治法第２４４条の２第１１項）。

ただし、処分を行った場合の運営や市民等への影響、公平性等の観点から十分に検討した上

で、総合的に判断し、公平・適切な処分を行うこと。また、市が一方的な事由により指定の取

消し又は業務の停止命令はできないので留意すること。

なお、募集要綱等に取消しを行うことがある旨記載しておくこと。

(1) 指定の取消し等ができる場合

次のような場合、指定の取消し等を行うことができる。

○指定管理者が市の指示に従わないとき。

○指定管理者が基本協定及び年次協定に定める事項に違反したとき。

○上記のほか、指定管理者の責めに帰すべき事由により、管理業務を継続することが適当

でないと市が認めるとき。

○地方自治法第２４４条の２第１０項の規定による報告及び調査の実施等に応じないとき。

○参加資格を失ったとき。

○申請時の書類の内容に虚偽があることが判明したとき。

○指定管理者の経営困難等により、管理業務を行うことが不可能又は著しく困難になった

とき。

○指定管理者の不正事件があったとき。

○指定管理者の業務不履行があったとき。

○指定管理者が解除を申し出たとき。

(2) 取消しによる損害等について

取消しによる損害等について、協定書に次の規定を設けること。

○上記の理由により、指定の取消し及び管理業務の全部又は一部を停止することにより指

定管理者が負った損害については、市はその損害の責めを負わない。

○上記の理由により指定管理者の指定を取り消されたときは、速やかに施設等を市に返還

しなければならない。

(3) 事務

指定の取消しを行う場合は、次に示す事務を執り行うこと。

○指定の取消しは、本市の行政手続条例で規定する不利益処分に該当することから、聴聞

等の必要な手続を行うこと。

○当該指定管理者による管理運営の継続が適当ではないと認められ、決定した場合、指定

管理者に指定を取消し又は業務停止する旨を通知すること。
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○取消しを行った場合は、その旨を告示すること。

○支払済みの指定管理料がある場合には、返還額や返還期日等必要な事項について市と指

定管理者で協議を行い、協定を締結すること。

なお、指定の取消しを行う場合においては、指定取消等による当該施設の管理運営への影

響、市民サービスの低下等を最小限にとどめ、当該施設の管理運営に空白期間の生じること

のないよう、速やかに必要な措置を講ずるものとする。


